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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】

【 請 求 項 ２ 】
（ ａ ） 複 数 の ア ク セ ス ポ イ ン ト の 中 か ら 選 択 さ れ た 一 の ア ク セ ス ポ イ ン ト を 介 し て 外 部 装
置 と 通 信 を 行 う 通 信 部 を 有 し 、 該 通 信 部 を 介 し て 入 力 さ れ た 画 像 情 報 に 基 づ い て 画 像 を 形
成 す る 画 像 形 成 装 置 で あ っ て 、
（ ｂ ） 前 記 複 数 の ア ク セ ス ポ イ ン ト の 各 々 に 対 応 し 、 異 な る 認 証 条 件 を 含 む 通 信 条 件 を 記
憶 す る 記 憶 部 と 、
（ ｃ ） 該 記 憶 部 に 記 憶 さ れ た 通 信 条 件 の 中 か ら 、 前 記 一 の ア ク セ ス ポ イ ン ト に 対 応 す る 通
信 条 件 を 選 択 す る 選 択 部 と を 有 し 、
（ ｄ ） 前 記 通 信 部 は 、 前 記 選 択 部 に よ っ て 選 択 さ れ た 通 信 条 件 に 基 づ き 、 前 記 一 の ア ク セ
ス ポ イ ン ト を 介 し て 通 信 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
（ ａ ） 複 数 の ア ク セ ス ポ イ ン ト の 中 か ら 選 択 さ れ た 一 の ア ク セ ス ポ イ ン ト を 介 し て 外 部 装
置 と 通 信 を 行 う 通 信 部 を 有 し 、 該 通 信 部 を 介 し て 入 力 さ れ た 画 像 情 報 に 基 づ い て 画 像 を 形
成 す る 画 像 形 成 装 置 で あ っ て 、
（ ｂ ） 前 記 複 数 の ア ク セ ス ポ イ ン ト の 各 々 に 対 応 し 、 異 な る 符 号 化 条 件 を 含 む 通 信 条 件 を

（ ａ ） 第 １ 通 信 端 末 装 置 と 第 ２ 通 信 端 末 装 置 と に 接 続 さ れ 、 そ れ ぞ れ の 通 信 端 末 装 置 と 通
信 を 行 う 画 像 形 成 装 置 で あ っ て 、
（ ｂ ） 前 記 第 １ 通 信 端 末 装 置 及 び 第 ２ 通 信 端 末 装 置 と 画 像 情 報 の 通 信 を 行 う た め の 第 １ 通
信 条 件 と 、 前 記 第 １ 通 信 端 末 装 置 と 特 定 情 報 の 通 信 を 行 う た め の 第 ２ 通 信 条 件 と を 格 納 し
た 通 信 条 件 格 納 部 と 、
（ ｃ ） 電 源 投 入 後 に 前 記 通 信 条 件 格 納 部 か ら 前 記 第 １ 通 信 条 件 を 読 み 出 し 設 定 す る と と も
に 、 前 記 第 １ 通 信 端 末 装 置 と 特 定 情 報 の 通 信 を 行 う と き 、 前 記 通 信 条 件 格 納 部 か ら 前 記 第
２ 通 信 条 件 を 読 み 出 し 設 定 し て 前 記 第 ２ 通 信 端 末 装 置 と の 通 信 を 禁 止 す る 通 信 部 と を 有 す
る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。



記 憶 す る 記 憶 部 と 、
（ ｃ ） 該 記 憶 部 に 記 憶 さ れ た 通 信 条 件 の 中 か ら 、 前 記 一 の ア ク セ ス ポ イ ン ト に 対 応 す る 通
信 条 件 を 選 択 す る 選 択 部 と を 有 し 、
（ ｄ ） 前 記 通 信 部 は 、 前 記 選 択 部 に よ っ て 選 択 さ れ た 通 信 条 件 に 基 づ き 、 前 記 一 の ア ク セ
ス ポ イ ン ト を 介 し て 通 信 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
（ ａ ） あ ら か じ め 定 め ら れ た 期 間 か 否 か を 判 定 す る 期 間 判 定 手 段 を 更 に 有 し 、
（ ｂ ） 前 記 選 択 部 は 、 前 記 期 間 判 定 手 段 に よ る 判 定 結 果 に 応 じ て 異 な る 通 信 条 件 を 選 択 す
る 請 求 項 又 は に 記 載 の 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
（ ａ ） 前 記 画 像 形 成 装 置 の 装 置 状 態 を 検 出 す る 装 置 状 態 検 出 手 段 を 更 に 有 し 、
（ ｂ ） 前 記 記 憶 部 は 検 出 さ れ る 装 置 状 態 と 通 信 条 件 と を 対 応 付 け て 記 憶 し 、
（ ｃ ） 前 記 選 択 部 は 、 前 記 記 憶 部 に 記 憶 さ れ た 通 信 条 件 の 中 か ら 、 検 出 さ れ た 装 置 状 態 に
対 応 し た 通 信 条 件 を 選 択 す る 請 求 項 ～ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 通 信 条 件 は 、 ネ ッ ト ワ ー ク 識 別 子 、 通 信 チ ャ ネ ル 番 号 、 認 証 方 式 及 び 暗 号 化 方 式 の 中
の １ つ 以 上 を 含 む 請 求 項 ～ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 画 像 形 成 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 そ の た め に 、 本 発 明 の 画 像 形 成 装 置 に お い て は 、
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第 １ 通 信 端 末 装 置 と 第 ２ 通 信 端 末 装 置
と に 接 続 さ れ 、 そ れ ぞ れ の 通 信 端 末 装 置 と 通 信 を 行 う 画 像 形 成 装 置 で あ っ て 、 前 記 第 １ 通
信 端 末 装 置 及 び 第 ２ 通 信 端 末 装 置 と 画 像 情 報 の 通 信 を 行 う た め の 第 １ 通 信 条 件 と 、 前 記 第
１ 通 信 端 末 装 置 と 特 定 情 報 の 通 信 を 行 う た め の 第 ２ 通 信 条 件 と を 格 納 し た 通 信 条 件 格 納 部
と 、 電 源 投 入 後 に 前 記 通 信 条 件 格 納 部 か ら 前 記 第 １ 通 信 条 件 を 読 み 出 し 設 定 す る と と も に
、 前 記 第 １ 通 信 端 末 装 置 と 特 定 情 報 の 通 信 を 行 う と き 、 前 記 通 信 条 件 格 納 部 か ら 前 記 第 ２
通 信 条 件 を 読 み 出 し 設 定 し て 前 記 第 ２ 通 信 端 末 装 置 と の 通 信 を 禁 止 す る 通 信 部 と を 有 す る
。
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